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三
月
十
二
日
、
道
志
中
学
校
で
は

第
五
十
六
回
の
卒
業
証
書
授
与
式
が

挙
行
さ
れ
ま
し
た
。

教
育
委
員
会
告
辞
の
後
、
村
長
さ

ん
、
議
長
さ
ん
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
さ
ん

か
ら
励
ま
し
の
言
葉
や
人
生
教
訓
を

聞
く
な
か
で
三
十
六
名
の
卒
業
生

が
、
新
し
い
夢
に
向
か
っ
て
巣
立
ち

ま
し
た
。

三
十
六
名
の
進
路
決
ま
る

本
校
で
は
一
年
時
か
ら
三
年
時
ま
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
学
年
に
応
じ
て
、
計
画
的
に

進
路
指
導
を
行
っ
て
い
ま
す
。

自
分
の
夢
や
職
業
観
そ
し
て
、
中
学
校

卒
業
後
の
進
路
に
つ
い
て
系
統
的
に
考
え

さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

生
徒
が
主
体
的
に
進
路
選
択
で
き
る
よ

う
に
、
本
年
度
の
三
年
生
は
、
全
員
が
高

校
進
学
を
希
望
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
た
め
夏
季
休
業
中
や
早
朝
、
放
課

後
の
時
間
を
利
用
し
、
例
年
よ
り
多
く
の

学
習
会
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
の
受
験
。
そ

し
て
発
表
と
緊
張
の
連
続
で
あ
り
ま
し
た

が
、
個
々
の
努
力
が
実
り
、
全
員
が
希
望

す
る
高
校
に
入
学
す
る
こ
と
に
決
ま
り
ま

し
た
。

次
表
は
、
本
年
度
の
進
路
状
況
で
す
。

高　　校　　名
桂 高 等 学 校
桂 高 等 学 校 文 理 科
谷 村 工 業 高 等 学 校
都 留 高 等 学 校
塩 山 高 等 学 校
富士河口湖高等学校
吉 田 高 等 学 校
吉田高等学校理数科
吉 田 商 業 高 等 学 校
やまびこ養護学校高等部
富 士 学 苑 高 等 学 校
東海大学甲府高等学校

人数
15
2
7
1
1
2
2
1
1
1
2
1

中
学
校
だ
よ
り

④

　
三
年
生
に
贈
る
会 

 

　
卒
業
を
間
近
に
控
え
た
卒
業
生
に

対
し
て
感
謝
の
気
持
ち
を
表
す
会
が
、

実
施
さ
れ
ま
し
た
。 

　
内
容
は
、
会
場
を
タ
イ
ム
カ
プ
セ

ル
に
た
と
え
卒
業
生
の
三
年
間
の
想

い
出
の
ス
ラ
イ
ド
で
始
ま
り
、
群
読
、

合
唱
と
工
夫
を
こ
ら
し
て
の
演
出
が

実
施
さ
れ
ま
し
た
。 

　
三
年
生
の
姿
が
、
少
し
ず
つ
下
級

生
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
様
子
を
見

る
こ
と
が
で
き
た
会
で
も
あ
り
ま
し

た
。 

＊
在
校
生
の
声

・
尊
敬
す
る
先
輩
が
い
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
て
さ
び
し
い
。

・
朝
学
校
に
来
て
も
三
年
教
室
か

ら
声
が
し
な
い
の
は
、
と
て
も
さ

み
し
く
つ
ら
い
。

道
志
中
学
校

第
五
十
六
回
卒
業
証
書
授
与
式



◎所得に応じた保険料の額 

軽　減 

割　増 

世帯住民税非課税の方 

軽減される方 

基準額×0.5

普通徴収の納期限 

12,700円 

5月30日 7月31日 9月30日 11月30日 1月31日 3月31日 

19,000円 25,300円 31,600円 38,000円 保険料額 
（年額） 

基準額×0.75 基準額×1.0 基準額×1.25 基準額×1.5

生活保護の受給 
者、老齢福祉年 
金受給者 
（住民税世帯非課税） 

世帯全員が 
住民税非課税 

本人が 
住民税非課税 

本人が 
住民税課税で 
合計所得金額 
250万円未満 

本人が 
住民税課税で 
合計所得金額 
250万円以上 

基準額を支払う方 割り増しの保険料を支払う方 

本人住民税 
非課税の方 

本人が住民税を 
納めている方 

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階 

介
護
保
険
で
は
、
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
方

の
保
険
料
は
三
年
に
一
度
改
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
お
り
、
平
成
十
五
年
度
が
そ
の
改
定
の
年
に
当
た

り
ま
す
。

道
志
村
に
お
け
る
六
十
五
歳
以
上
の
方
の
保
険
料

に
つ
い
て
は
、
本
年
度
（
平
成
十
五
年
度
）
か
ら
十

七
年
度
ま
で
の
三
年
間
に
提
供
さ
れ
る
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
費
用
の
見
込
み
に
基
づ
き
、
保
険
給
付
に
要
す

る
費
用
の
約
十
八
％
を
、
村
に
お
住
ま
い
の
六
十
五

歳
以
上
の
方
の
人
数
で
割
っ
た
額
を
基
準
額
と
し
て

決
定
し
ま
し
た
。

※
六
十
五
歳
以
上
の
方
の
人
数
は
、
保
険
料
に
つ
い

て
、
割
増
、
軽
減
の
割
合
で
補
正
し
た
人
数
で
す
。

平成15年４月１日（８）

・高齢者個々人の保険料は、年金の額に応じて決まるわけではなく、給料や事業による
所得などすべての収入をもとに決められます。

・保険料の額については、無理なくご負担いただけるよう、所得に応じた保険料を負担
していただくことになります。世帯に住民税が課税される方がいない場合などには、
基準となる保険料額から軽減されることになります。

お問い合わせは…住民健康課介護担当　TEL 0554ー52ー2111（内線22）

介
護
保
険
で
は
、
介
護
を
国
民
み
ん
な
で

支
え
る
た
め
、
高
齢
者
の
方
も
含
め
四
十
歳

以
上
の
す
べ
て
の
方
に
、
保
険
料
を
納
め
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

平
成
十
五
年
度
か
ら
高
齢
者
の
方
の

納
め
る
保
険
料
の
額
が
変
わ
り
ま
す

高
齢
者
の
方
の
介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

平
成
十
五
年
度
か
ら

高
齢
者
の
方
の
介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

平
成
十
五
年
度
か
ら



（９）

介
護
保
険
は
、
助
け
合
い
の
考
え
方
に
立

っ
て
、
保
険
料
で
給
付
に
か
か
る
費
用
全
体

の
半
分
を
負
担
し
、
国
や
自
治
体
が
公
費
で

半
分
を
支
え
る
仕
組
み
で
す
。

保
険
料
に
つ
い
て
は
、
全
国
的
な
人
口
の

比
率
に
応
じ
て
、
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者

の
方
は
全
体
の
約
十
八
％
を
負
担
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

給
付
に
か
か
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
な
ど
か

ら
見
直
し
を
行
っ
た
介
護
保
険
事
業
計
画
に

基
づ
き
、
今
後
三
年
間
に
お
い
て
提
供
さ
れ

る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
を
推
計
し
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
利
用
者
が
多
い
と
き
や
一
人

ひ
と
り
が
利
用
す
る
サ
ー
ビ
ス
が
多
い
と
き

に
は
保
険
料
水
準
が
高
く
、
逆
の
場
合
に
は

低
く
な
り
ま
す
。

介
護
保
険
は
助
け
合
い
、

支
え
合
い
の
仕
組
み
で
す

保
険
料
の
納
め
方
に
は
、
年
金
か
ら
の
天

引
き
（
特
別
徴
収
）
と
、
口
座
振
替
ま
た
は

納
付
書
に
よ
る
納
付
（
普
通
徴
収
）
が
あ
り

ま
す
。

●
年
金
か
ら
の
天
引
き
（
特
別
徴
収
）

→

老
齢
・
退
職
年
金
が
年
額
十
八
万
円

（
月
額
一
万
五
千
円
）
以
上
の
方

二
か
月
ご
と
（
四
月
、
六
月
、
八
月
、
十

月
、
十
二
月
、
二
月)

に
支
払
わ
れ
る
年
金
か

ら
、
支
払
い
ご
と
に
、
二
か
月
分
の
保
険
料

が
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

※
老
齢
福
祉
年
金
、
障
害
年
金
、
遺
族
年
金

か
ら
は
天
引
き
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
口
座
振

替
ま
た
は
納
付
書
で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●
口
座
振
替
、
納
付
書
に
よ
る
金
融
機
関

へ
の
納
付
（
普
通
徴
収
）

→

老
齢
・
退
職
年
金
が
年
額
十
八
万
円

（
月
額
一
万
五
千
円
）
未
満
の
方

（
年
度
の
途
中
で
六
十
五
歳
に
な
ら
れ
た
方
ま

た
は
転
入
さ
れ
た
方
も
普
通
徴
収
に
な
り
ま

す
。）

※
災
害
、
失
業
、
倒
産
な
ど
で
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
は
、
保
険
料
の
減

免
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

市
町
村
の
窓
口
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

納め忘れに注意！

※保険料を滞納している方がサービスを利用する場合は、原則として、

●１年以上の滞納の場合には、いったんサービスの費用全額を支払っていただいた上で、市町村の窓口で、

事後的に費用の９割の払い戻しを受けることになります。

●１年６か月以上の滞納の場合には、滞納分の保険料の額を給付金額から差し引くことがあります。

●65歳からの保険料を長期間滞納している場合には、その期間に応じた一定期間、保険給付される額がサ
ービスの費用の９割から７割に引き下げられるほか、高額介護サービス費の支給も受けられなくなります。
保険料は必ず納めましょう。

保
険
料
の
納
め
方

調整交付金（約5％） 

国庫負担金国庫負担金 
（2020％）％） 

市町村負担金市町村負担金 
（12.512.5％）％） 

4040歳から歳から 
6464歳までの方の歳までの方の 
保険料保険料 (32 (32％）％） 

6565歳以上の方の歳以上の方の 
保険料保険料 (約1818％）％） 

都道府県負担金都道府県負担金 
（12.512.5％）％） 

国庫負担金 
（20％） 

市町村負担金 
（12.5％） 

40歳から 
64歳までの方の 
保険料 (32％） 

65歳以上の方の 
保険料 (約18％） 

都道府県負担金 
（12.5％） 

75歳以上の方の数や 
　高齢者の方の所得の 
　　分布に応じて増減します。 

水
道
法
の
改
正
に
よ
り
、
す
べ
て

の
貯
水
槽（
従
来
は
十
　
以
上
の
み
）

に
つ
い
て
、
管
理
責
任
の
所
在
が
明

確
に
な
り
ま
し
た
。（
受
水
槽
か
ら

先
の
管
理
は
、
貯
水
槽
設
置
者
の
責

任
に
な
り
ま
す
。）

又
、
次
の
事
項
が
義
務
づ
け
ら
れ

ま
し
た
の
で
、
実
施
し
適
正
に
管
理

し
て
く
だ
さ
い
。

１
貯
水
槽
の
清
掃
・
点
検

一
年
に
最
低
一
回
以
上
、
専
門
の

清
掃
業
者
に
定
期
的
に
清
掃
及
び
点

検
を
行
っ
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

２
水
質
検
査
の
実
施

水
質
検
査
を
定
期
的
に
実
施
し
、

異
常
が
あ
っ
た
と
き
は
、
必
要
な
検

査
を
実
施
し
、
安
全
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

・
清
掃
業
者
等
の
連
絡
先
が
わ
か
ら

な
い
場
合
は
、
道
志
村
役
場
建
設
課

水
道
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

貯
水
槽
の

管
理
に
つ
い
て



昨
年
、
無
登
録
農
薬
が
全
国
的
に
流
通

し
、
使
用
さ
れ
て
い
る
実
態
が
明
ら
か
と

な
り
、
国
民
の
「
食
」
に
対
す
る
信
頼
を

損
な
う
大
き
な
問
題
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
昨
年
十
二
月
に
農
薬
取
締

法
が
改
正
さ
れ
、
三
月
十
日
か
ら
こ
の
改

正
法
が
施
行
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
主
な
改

正
点
は

①
無
登
録
農
薬
の
製
造
・
輸
入
・
使
用
の

禁
止
（
販
売
は
従
来
か
ら
禁
止
）

②
農
薬
使
用
基
準
に
違
反
す
る
農
薬
使
用

の
禁
止

③
罰
則
の
強
化
な
ど

で
あ
り
、
農
薬
を
製
造
・
輸
入
・
販
売
・

使
用
す
る
す
べ
て
の
国
民
に
関
係
す
る
内

容
で
す
。

農
家
だ
け
で
な
く
、
家

庭
菜
園
や
花
壇
や
芝
の
手

入
れ
を
す
る
方
で
あ
っ
て

も
、
農
林
水
産
省
の
登
録

番
号
の
あ
る
安
全
性
の
確

認
さ
れ
た
農
薬
を
ラ
ベ
ル

を
よ
く
読
ん
で
使
う
こ
と

が
必
要
で
す
。
無
登
録
農

薬
は
皆
で
排
除
し
ま
し
ょ

う
。

平成15年４月１日（10）

平成１5年度 納期月のお知らせ！

4月

25
（金）

5月

27
（火）

6月

26
（木）

7月

25
（金）

8月

27
（水）

9月

25
（木）

10月

28
（火）

11月

27
（木）

12月

25
（木）

1月

28
（水）

2月

25
（水）

3月

25
（木）

月号
区分

村 税 ・ 国 保 ・ 水 道

集金日（谷村信用組合）…下記日程により自治会長宅に伺います…

月　　別
区　　分

４期

４期

１期

６期

６期

村
　
　
　
　
税

固 定 資 産 税

村 県 民 税

軽 自 動 車 税

国民健康保険料

水 道 料
合併浄化槽使用料

４月

①

５月

①

①

①

６月

①

７月

②

②

②

８月

②

９月

③

③

１０月

③

１１月

④

④

１２月

③

１月

④

⑤

⑤

２月

④

３月

⑥

⑥

詳しい農薬情報は、農林水産省ホームページ
（http://www.maff.go.jp/nouyaku/）の
「農薬コーナー」をご覧ください。

農
薬
は
正
し
く
使
お
う

受
験
資
格

昭
和
五
十
八
年
四
月
二
日
〜
昭
和
六
十

一
年
四
月
一
日
生
ま
れ
の
方

試
験
の
程
度

高
校
卒
業
程
度

申
込
書
交
付
期
間

五
月
十
二
日
（月）
〜
七
月
八
日
（火）

申
込
書
受
付
期
間

七
月
一
日
（火）
〜
七
月
八
日
（火）

郵
送
の
場
合
、
当
日
消
印
有
効

申
込
書
受
付
場
所

人
事
院
関
東
事
務
局

さ
い
た
ま
市
中
央
区
新
都
心
一
―
一

試
験
日

第
一
次
試
験
　
九
月
七
日
（日）

第
二
次
試
験
　
十
月
十
六
日
（木）
か
ら

十
月
二
十
三
日
（木）
ま
で

の
指
定
す
る
一
日

合
格
者
の
発
表
日

第
一
次
試
験
合
格
者
　
十
月
十
日
（金）

最
終
合
格
者
　
　
十
一
月
十
三
日
（木）

採
用
予
定
数

未
定

詳
細
に
つ
い
て
は
お
気
軽
に
大
月
税
務

署
・
総
務
課

（
Ｔ
Ｅ
Ｌ
〇
五
五
四
―
二
二
―
三
一
五
一
）

ま
で

平成15年度

国
家
公
務
員
採
用
Ⅲ
種(

税
務)

試

験

要

項



東京電力大月支社から
のお知らせ

（11）

東
京
電
力
が
大
月
市
に
建
設
を
進
め
て

い
ま
し
た
Ｐ
Ｒ
施
設
「
Ｔ
Ｅ
Ｐ
Ｃ
Ｏ
葛
野

川
Ｐ
Ｒ
館
」
は
、
四
月
二
十
四
日
（
木
曜

日
）
に
オ
ー
プ
ン
（
一
般
公
開
）
す
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
Ｐ
Ｒ
館
は
、
葛
野
川
発
電
所
を
は

じ
め
と
す
る
電
力
関
係
の
展
示
と
、
地
域

の
自
然
・
観
光
・
物
産
な
ど
の
紹
介
を
あ

わ
せ
て
行
う
こ
と
に
よ
り
、
当
社
と
地
域

の
方
々
や
お
客
さ
ま
が
「
ふ
れ
あ
う
」
こ

と
を
目
ざ
し
た
施
設
で
す
。

展
示
コ
ー
ナ
ー
に
は

●
空
か
ら
見
た
大
月
市
周
辺
の
巨
大
な
地

形
図
が
床
に
描
か
れ
、
パ
ソ
コ
ン
で
地

域
の
情
報
が
調
べ
ら
れ
る
「
バ
ー
ズ
ア

イ
ラ
ウ
ン
ジ
」

●
猿
橋
の
は
ね
木
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
シ
ア

タ
ー
で
、
地
域
の
歴
史
・
自
然
・
文
化

や
発
電
所
を
紹
介
し
た
立
体
映
像
を
上

映
す
る
「
猿
橋
劇
場
」

●
葛
野
川
発
電
所
の
し
く
み
と
役
割
が
、

団体、グループ等の名称

人　　　数

取り組み内容

県庁ウォーキングチーム「万歩」

15人

・毎日、朝ご飯を食べる
・昼休みウォーキングをする
・毎食後、歯みがきをする
・ストレスを上手に発散する

山梨県では、健康づくりの計画「健やか山梨21」を推進しています。

この計画は、行政と関係団体、県民が一体となって健康づくりを進めていくもので

あり、あらゆる団体やグループが行う健康づくりの積み重ね（一団体一活動）がその

原動力であると考えています。そこで、県と健やか山梨21推進会議では、健康づく

りにチャレンジする、団体やグループ、趣味の会、職場の仲間などを募集します。

現在、健康づくりを実践しているグループも、これからやってみよう

かなと思っているグループも是非ご応募ください。
記入例

～健やか山梨21・一団体一活動への参加募集！～
あなたも仲間と健康づくりにチャレンジしませんか？

お問い合わせ先 健やか山梨21推進会議事務局　　電話 055-223-1493

映
像
と
模
型
で
理
解
で
き
る
「
葛
野
川

発
電
所
モ
デ
ル
」

●
発
電
所
か
ら
家
庭
ま
で
の
電
気
の
流
れ

が
、
見
学
者
の
ア
ク
シ
ョ
ン
で
体
験
で

き
る
「
電
気
の
道
」

●
山
梨
の
電
気
の
歴
史
や
桂
川
水
系
の
発

電
所
が
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
で
見
ら
れ
る

「
情
報
ウ
ォ
ー
ル
」

●
地
域
の
特
産
品
と
、
富
士
山
・
観
光
名

所
な
ど
の
写
真
を
展
示
す
る
「
地
域
ス

ペ
ー
ス
」

な
ど
が
あ
り
、
実
際
に
見
て
、
触
れ
て
、

体
験
し
て
い
た
だ
け
る
楽
し
い
施
設
で
す
。

ま
た
、
葛
野
川
発
電
所
（
地
下
発
電
所
）

と
葛
野
川
ダ
ム
（
下
部
ダ
ム
）
を
ご
案
内

す
る
現
地
見
学
（
所
要
二
時
間
三
十
分
、

事
前
予
約
制
・
無
料
）
を
受
け
付
け
ま
す

の
で
、
世
界
最
大
級
の
有
効
落
差
を
誇
る

葛
野
川
発
電
所
に
、
ぜ
ひ
お
出
か
け
く
だ

さ
い
。

場
　
　
所

大
月
市
賑
岡
町
強
瀬
一
一
〇
一-
二

Ｔ
Ｅ
Ｐ
Ｃ
Ｏ
葛
野
川
Ｐ
Ｒ
館

（
東
京
電
力
駒
橋
制
御
所
一
階
）

開
館
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時

現
地
見
学

午
前
九
時
か
ら
午
前
十
一
時
三
十
分
と

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
三
十
分

休

館

日

毎
週
月
曜
日
（
祝
日
の
場
合

は
翌
日
）、
年
末
年
始

入

館

料

無
料

問
合
せ
・
申
込
先

Ｔ
Ｅ
Ｌ
〇
五
五
四
―
九
〇
―
八
六
〇
〇

「ＴＥＰＣＯ
葛野川ＰＲ館

」

オープン



平成15年４月１日（12）みなさんの身近な話題・ニュースをお寄せ下さい。
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杉本　春
はる

菜
な

ちゃん（善之木）

平成13年12月12日生

父 和也さん　母 裕子さん

人口 2,165 人　男 1,070人　女 1,095人　世帯数 597（H15. 3. 1現在）

道 志 の 湯

水 源 の 森

ギャラリー水源の森

屋 内 プ ー ル

道 の 駅 ど う し

計

4,408

789

35

31 ,368

36 ,600

2月の公共施設等の利用状況
（単位：人）

山口 マツ子さん（東神地）

大正13年２月25日生

４月 主 な 行 事
4日　県議選告示
〃 小学校・中学校入学式

(小学校 am9：00、中学校 am10：30）
5日　保育所入所式 am10：00
8日 育児教室
13日 県議選投開票
14日 心配ごと相談 pm1：00～
〃 民生委員会 pm3：00～
15日 乳児ツ反
17日 乳児BCG
18日 リハビリ　　

19日　五感の集い
pm5：00～横浜管理棟

22日　育児教室
25日　乳児健診
〃 農業委員会
26日　資源ゴミ収集
〃 道志渓谷山菜大収穫祭

（～5月5日 道の駅）
30日　教育委員会
〃 軽自動車税納期　　　

わが家の

アイドル

おじいちゃんおばあちゃん
慶

弔

◇
二
月
届
出
分
（
敬
称
略
）

馬

　

場

ア
ズ
ィ
ミ
ー
シ
ャ
ー
ム
ア
ス
ビ
久
麗
亜
ち
ゃ
ん

ア
ズ
ィ
ミ
ー
シ
ャ
ー
ム
ア
ス
ビ
君
恵

西
和
出
村
　
志
村
　
彩
季
ち
ゃ
ん志

村
　
茂

お
誕
生
お
め
で
と
う(
出
生)

（
届
出
人
）

谷
　
　
　
相
　
　
　
　
佐
藤
由
里
香

大

分

市
　
　
　
　
三
浦
　
秋
彦

末
永
く
、
お
幸
せ
に(

結
婚)

（
東

神

地
　
　
　
　
山
口
　
正
幸

大
　
月
　
市
　
　
　
　
小
林
　
千
晃

（大
　
室
　
指
　
　
大
田
　
國
雄
　
77
歳

釜
　
之
　
前
　
　
水
越
　
十
道
　
82
歳

お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す(

死
亡)

ク
ン
シ
ラ
ン

株
わ
け
を
し
て
今
年
も
た
く
さ
ん
の
花
が

咲
き
ま
し
た
。

大
栗

金
子

善
子
さ
ん

４月 の 納 税

平成15年４月1日

第268号

発　行道 志 村 役 場
〒４０２-０２０９
山梨県南都留郡道志村６１８１-１
TEL 0554-52-2111㈹ FAX 52-2572
ホームページアドレス
http://www.vill.doshi.yamanashi.jp/

軽 自 動 車 税（第１期）

ボランティアによって村内の遊休地を
活用しジャガイモ、トウモロコシ、サツ
マ芋、大根などを栽培するボランティア
農業を今年も行います。大勢で談笑しな
がらの播種、草取り、収穫などは楽しい
作業です。関心のある方は是非ご参加下
さい。一緒に汗を流しましょう。

ＴＥＬ 52－2111 役場

農業ボランティア会員募集


